
 

- 49 - 
 

市町における職員対応要領の策定、相談窓口、地域協議会の設置状況  

 

① 職員対応要領……全市町策定済み 

 

② 相談窓口の設置…全市町設置済み 

 

③ 地域協議会の設置状況 

 

 

【設置済み】23 市町 

  津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、名張市、亀山市、鳥羽市、 

熊野市、いなべ市、志摩市、伊賀市、木曽岬町、東員町、多気町、明和町、大台

町、玉城町、度会町、南伊勢朝、御浜町、紀宝町 

 

【未設置】６市町 

  尾鷲市、菰野町、朝日町、川越町、大紀町、紀北町 

  

※詳細は次ページのとおり 

 

 平成 29 年 

４月１日 

現在 

平成 30 年 

４月１日 

現在 

平成 31 年 

４月１日 

現在 

令和２年 

４月１日 

現在 

令和３年 

４月１日 

現在 

令和４年

４月１日 

現在 

地域協議

会の設置 

設置済 １０ １６ １７ ２１ ２３ ２３ 

設 置 予

定 

 ８   ２   １  ０  ０ ０ 

未定 １１ １１ １１  ８  ６ ６ 

予 定 な
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資料 ５１ 


